
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
一
般
財
団
法
人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

人
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
公
益
財
団
法
人
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
財
団
法
人
地
域
創
造　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
」

「
財
団
法
人
自
治
体
衛
星
通
信
機
構

　

財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会

　

財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団

　

財
団
法
人
地
域
創
造　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、
同
表
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

　

財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー

　

財
団
法
人
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団

　

財
団
法
人
福
岡
県
産
炭
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー　

」

法
人
の
項
中
「
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
」
を
削
る
。

　

別
表
第
二
中
「
株
式
会
社
久
留
米
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ザ
」
及
び
「
株
式
会
社
福
岡
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
セ
ン

タ
ー
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

福
岡
県
規
則
第
三
十
七
号

福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

目

次

再

掲

○
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則�
（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
一

再

掲

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行

　
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規

則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
の
項
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団

「
一
般
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
一
般
財
団
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
」
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福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年

福
岡
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「４
　

民
法

（明
治
29年
法
律
第
89号

）第
34条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人

」

を
「４　

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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